
１　小学生に係る状態別交通事故の状況
　小学生の死者重傷者の総数は大きく減少傾向に
ある。状態別（歩行中，自転車乗用中等）でみて
みた場合，平成24年から令和３年のいずれの年に
おいても歩行中が半数以上を占めており，次に自
転車乗用中が多くを占めている。また，その減少
幅については，歩行中及び自転車乗用中いずれも，
平成24年と比較して令和３年は約５割程度である
（歩行中：49.0％減少，自転車乗用中：59.8％減少）
（特集-第１図）。
　小学生の状態別死者重傷者数（平成29年から令
和３年までの合計）は，歩行中が2,522人で全体の
59.0％を占めて一番多く，次に自転車乗用中が
1,382人で32.4％を占めており，歩行中及び自転車乗
用中で全体の約９割を占めている（特集-第２図）。
　小学生の学齢別状態別死者重傷者数（平成29年か
ら令和３年までの合計）をみると，歩行中は小学１

年生が最多の627人となっており，学齢が上がるに
つれて減少する。一方で，自転車乗用中は小学１年
生から学齢が上がるにつれて増加し，小学４年生
が最多の316人となり，小学５年生以降は減少に転
ずる。割合では，小学３年生までは歩行中が半数以
上を占めているが，小学４年生は歩行中が一番多い
ものの半数を下回る。小学５年生は自転車乗用中
が一番多いものの半数を下回るが，小学６年生は
自転車乗用中が半数以上を占める（特集-第３図）。
　小学生の歩行中の死者重傷者数（平成29年から
令和３年までの合計）2,522人の通行目的別をみ
ると，登下校中が878人で34.8％を占めている（特
集-第４図）。
　小学生の歩行中の死者重傷者数（平成29年から
令和３年までの合計）2,522人と小学生の自転車
乗用中の死者重傷者数（平成29年から令和３年ま
での合計）1,382人の時間帯別をみると，16時か
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▶特集-第1図 小学生の状態別死者重傷者数の推移（平成24年～令和３年）

注　警察庁資料による。
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ら17時台が共に最も多く，次に14時から15時台が
多くなっている（特集-第５図）。
　歩行中の発生月別死者重傷者数（平成29年から
令和３年までの合計）をみると，全年齢層では，４
月から８月まではほぼ横ばい傾向にあるが，10月
から12月にかけて大きく増加する（特集-第６図）。
　一方で，小学生の歩行中の発生月別死者重傷者
数（平成29年から令和３年までの合計）をみると，
１学期期間中である４月から６月，２学期期間中
である10月から12月に多くなっている。特に小学

１年生をみると，４月に49人であるのに対し，５
月に63人と14人増加している（特集-第６図）。
　歩行中（第１・第２当事者）の法令違反別死者
重傷者数（平成29年から令和３年までの合計）を
みると，全年齢層では，違反なしが62.3％を占め
ているのに対し，小学生でも違反なしが38.3％と
一番大きな割合を占めている。小学生は，約６割
で法令違反があるが，その内訳をみると，飛出し
が最も多く，次に横断違反，路上遊戯，信号無視
の順となっている（特集-第７図）。

▶特集-第2図 小学生の状態別死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第3図 小学生の学齢別状態別死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注　警察庁資料による。

0

0

2

2

2

2

0

0

11

3

0

111 55

166 62

241 66

73

50

48

316

305

243

627

622

492

333

278

170

（人）

その他自動車乗車中 二輪車乗車中自転車乗用中歩行中

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

小学６年生

小学５年生

小学４年生

小学３年生

小学２年生

小学１年生

3

第１章　子供（小学生）の交通事故の状況及び飲酒運転に関する交通事故の状況



▶特集-第4図 小学生の歩行中の通行目的別死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第5図 小学生の歩行中・自転車乗用中の時間帯別死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第7図 歩行中（第１・第２当事者）の法令違反別死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第6図 歩行中の発生月別死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注　警察庁資料による。
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２　小学生に係る事故類型別交通事故の現状等
⑴事故類型別・道路形状別
　事故類型別（通行中，横断歩道横断中等）・道
路形状別（交差点，単路等）歩行者（第１・第２
当事者）死亡事故件数（平成29年から令和３年ま
での合計）をみると，全年齢層では，交差点にお
ける「横断歩道横断中」，単路における「その他横
断中」の順に多くなっている。単路における「横
断歩道横断中」は79件であり，「その他横断中」と

比較して大幅に少ない。小学生は，死亡事故件数自
体少ないものの，交差点における「横断歩道横断
中」が最多の15件となっており，単路よりも交差点
の死亡事故件数が多くなっている（特集-第８図）。
　死亡重傷事故件数（平成29年から令和３年まで
の合計）についてみると，全年齢層では，交差点
における「横断歩道横断中」が最も多く，小学生
は，単路における「その他横断中」，次に交差点
における「横断歩道横断中」が多い（特集-第９図）。

▶特集-第8図 事故類型別・道路形状別歩行者（第１・第２当事者）死亡事故件数（平成29年～令和３年合計）

注　１　警察庁資料による。
　　２　列車事故を除く。
　　３　交差点付近とは，交差点の側端から30メートル以内の道路の部分をいう。
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▶特集-第9図 事故類型別・道路形状別歩行者（第１・第２当事者）死亡重傷事故件数（平成29年～令和３年合計）

注　１　警察庁資料による。
　　２　列車事故を除く。
　　３　交差点付近とは，交差点の側端から30メートル以内の道路の部分をいう。
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　全年齢層における道路形状別の歩行中の死者重
傷者数（平成29年から令和３年までの合計）につ
いてみると，交差点が48.5％を占めており，交差
点付近と合わせると過半数を超える（特集-第10
図）。

　小学生は，学年が上がるにつれて，死者重傷者
数自体は減少し，特に小学３年生から大きく減少
しているが，交差点，交差点付近，単路，その他
の各割合については，学年によって大きな差はみ
られない（特集-第11図）。

▶特集-第10図 道路形状別の歩行中の死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注１　警察庁資料による。
　２　列車事故を除く。
　３　交差点付近とは，交差点の側端から30メートル以内の道路の部分をいう。
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▶特集-第11図 道路形状別の歩行中小学生（学年別）の死者重傷者数（平成29年～令和３年合計）

注１　警察庁資料による。
　２　列車事故を除く。
　３　交差点付近とは，交差点の側端から30メートル以内の道路の部分をいう。
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　単路，交差点付近及び踏切における道路形状別
道路幅員別歩行中（第１・第２当事者）死亡事故
件数（平成29年から令和３年までの合計）をみる
と，小学生は，道路幅員が5.5メートル以上及び5.5
メートル未満のいずれの道路にあっても，交差点
付近で死亡事故の割合が全年齢層に比べ大きく

なっている（特集-第12図）。
　一方で，死亡重傷事故件数（平成29年から令和
３年までの合計）でみた場合は，全年齢層及び小
学生共に，交差点付近での死亡重傷事故件数の割
合に大きな差はない（特集-第13図）。

▶特集-第12図 単路，交差点付近及び踏切における道路形状別道路幅員別歩行中（第１・第２当事者）死亡事故件数（平
成29年～令和３年合計）

注１　警察庁資料による。
　２　列車事故を除く。
　３　交差点付近とは，交差点の側端から30メートル以内の道路の部分をいう。
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【全年齢層】 【小学生】

▶特集-第13図 単路，交差点付近及び踏切における道路形状別道路幅員別歩行中（第１・第２当事者）死亡重傷事故件数（平
成29年～令和３年合計）

注１　警察庁資料による。
　２　列車事故を除く。
　３　交差点付近とは，交差点の側端から30メートル以内の道路の部分をいう。
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⑵自動車の行動類型別
　自動車の行動類型別（直進，右折等）歩行中（第
１・第２当事者）死者数をみると，全年齢層では，
直進が多く，次に右折の順に多くなる。一方で，
小学生は，自動車の右折時も年によっては発生し
ているものの，直進が多くを占める（特集-第14図）。
　自動車の行動類型別歩行中（第１・第２当事者）
を死者重傷者数でみると，全年齢層の場合，死者

数のみの場合と比較して，右折の割合が増加する。
一方で，小学生は，全年齢層と比較して右折時の
割合は低く，直進が占める割合が高い（特集-第
15図）。
　また，この直進における歩行者側の法令違反別
をみると，飛出しが多いが，違反なしも約２～４
割を占めている（特集-第16図）。

▶特集-第14図 自動車の行動類型別歩行中（第１・第２当事者）死者数の推移（平成24年～令和３年）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第15図 自動車の行動類型別歩行中（第１・第２当事者）死者重傷者数の推移（平成24年～令和３年）

注　警察庁資料による。
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　令和３年中の自動車の行動類型別運転者の人的
要因別（前方不注意，安全不確認等）歩行中（第
１・第２当事者）死者重傷者数をみると，歩行中
の全年齢層では，直進時の前方不注意が最も多く，

次に右折時の安全不確認，直進時の安全不確認の
順に多くなっている。歩行中の小学生は，直進時
が全体の約９割を占めている中，直進時の安全不
確認が最も多くなっている（特集-第17図）。

▶特集-第16図 自動車直進における歩行中の小学生（第１・第２当事者）の法令違反別死者重傷者数の推移（平成24年～令和３年）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第17図 自動車の行動類型別運転者の人的要因別歩行中（第１・第２当事者）死者重傷者数（令和３年）

注　警察庁資料による。
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⑶ゾーン30規制の有無別
　ゾーン30の整備箇所については年々増加してお
り，令和３年度末現在で4,186か所となっている
（特集-第18図）。
　一方で，ゾーン30規制の有無別交通事故死者数
についてみると，統計を取り始めた平成29年以降，
おおむね減少傾向にあり，令和３年中は８人と

なった（特集-第19図）。ゾーン30規制の有無別交
通事故重傷者数についても，おおむね減少傾向に
あることは変わりがないが，重傷者全体に占める
割合がおおむね１％前後であり，これは，死者数
全体に占める割合より高い数値となっている（特
集-第19図）。
　令和３年中のゾーン30規制の有無別年齢層別の

▶特集-第19図 ゾーン30規制の有無別交通事故死者数・重傷者数の推移（平成29年～令和３年）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第18図 ゾーン30の整備箇所数

注　警察庁資料による。
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交通事故死者数をみると，ゾーン30規制有りの20
歳未満の死者数は１人であり，ゾーン30規制有り
のそれぞれの年齢層も４人以内となっている。一
方で，ゾーン30規制の有無別年齢層別の交通事故
重傷者数においては，20歳未満の重傷者数に占め
るゾーン30規制有りの割合は，他の年齢層と比較
して高くなっている（特集-第20図）。

　また，令和元年度末までに全国で整備した3,864
か所において，整備前年度の１年間と整備翌年度
の１年間における死亡重傷事故発生件数を比較し
たところ，29.4％の減少となっており，そのうち，
対歩行者・自転車事故も26.5％の減少となってい
る（特集-第21図）。

▶特集-第20図 ゾーン30規制の有無別年齢層別交通事故死者数・重傷者数（令和３年）

注　警察庁資料による。
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▶特集-第21図 ゾーン30の整備前後における死亡重傷事故発生件数の比較（令和元年度末までに整備した3,864か所）

注　警察庁資料による。
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　飲酒運転による死亡事故・重傷事故件数の推移
をみると，死亡事故，重傷事故共に，減少傾向に
ある。しかし，依然としてこのような悪質・危険
な運転による重大な交通事故は後を絶たず，令和
３年中の飲酒運転による死亡事故は152件，重傷
事故は288件発生している（特集-第22図）。
　飲酒運転による死亡事故件数を通行目的別（飲
食，通勤等）でみると，飲食が最も高い割合となっ
ており，これは，食事に付随して飲酒してしまう
ケースが考えられる。一方で，通勤中であったケー
スが令和３年で12件，業務中が12件と，飲酒を誘
引するようなことが考えられないようなケースで
も飲酒運転による死亡事故が発生している（特集
-第23図）。
　飲酒運転による重傷事故件数を通行目的別でみ
た場合においても，飲食が高い割合になっている
が，その割合は死亡事故件数の場合より小さい。
また，買物が通行目的であったケースも多く，平
成24年以降大きく減少していないのも特徴である
（特集-第24図）。
　安全運転管理者等の選任状況別飲酒運転による

死亡事故件数（当該当時者の通行目的が，業務又
は通勤のもの）の推移をみると，そもそも選任対
象外であるケースが一番多くなっているものの，
安全運転管理者選任事業所や運行管理者選任事業
所の運転手による死亡事故は毎年発生している。
また，そもそも安全運転管理者等を選任しなけれ
ばならない事業所であるのにも関わらず，選任し
ていない事業所の運転手による死亡事故も平成24
年以降確認されている（特集-第25図）。
　安全運転管理者等の選任状況別飲酒運転による
重傷事故件数についても，ほぼ同様の傾向がみら
れ，事業で使用する運転手の飲酒運転による事故
は，全体でみた場合には少ないのに変わりはない
ものの，その絶無には至っていないのが現状であ
る（特集-第25図）。
　飲酒状況別（酒酔い等）死亡事故件数の推移を
みると，呼気１リットル当たりのアルコール濃度
について，道路交通法施行令（昭35政270）の基
準値0.15ミリグラム以上で，かつ，0.25ミリグラ
ム未満の割合は小さく，一方で，0.25ミリグラム
以上の割合が最も多い。

飲酒運転による交通事故の状況第２節

▶特集-第22図 飲酒運転による死亡事故・重傷事故件数の推移（平成12年～令和３年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　自動車，自動二輪又は原動機付自転車を運転していた第１当事者の件数とする。
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▶特集-第23図 通行目的別飲酒運転による死亡事故件数の推移（平成24年～令和３年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　自動車，自動二輪又は原動機付自転車を運転していた第１当事者の件数とする。
　　３　通行目的は，その目的を果たして帰る途中（復路）であっても，他に目的がない場合は往路の目的とする。
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▶特集-第24図 通行目的別飲酒運転による重傷事故件数の推移（平成24年～令和３年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　自動車，自動二輪又は原動機付自転車を運転していた第１当事者の件数とする。
　　３　通行目的は，その目的を果たして帰る途中（復路）であっても，他に目的がない場合は往路の目的とする。
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　また，死亡事故件数が減少傾向にある中，基準
値0.15ミリグラム以上で，かつ，0.25ミリグラム
未満や基準値0.15ミリグラム未満の減少割合より
も，0.25ミリグラム以上の減少割合の方が緩やか

である（特集-第26図）。
　この傾向は飲酒状況別重傷事故件数においても
同様の傾向が出ている（特集-第27図）。

▶特集-第25図 安全運転管理者等の選任状況別飲酒運転による死亡事故・重傷事故件数の推移（平成24年～令和３年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　自動車，自動二輪又は原動機付自転車を運転していた第１当事者の件数とする。
　　３　当該当事者の通行目的が，業務又は通勤のものとする。
　　４　�安全運転管理者選任事業所とは，当該当事者が，道路交通法（昭35法105）第74条の３の規定により安全運転管理者（副安全運転管理者を含む。）が選任

されている事業所に所属しているもの。
　　５　�運行管理者選任事業所とは，当該当事者が，道路運送法（昭26法183）及び貨物自動車運送事業法（平元法83）の規定により運行管理者が選任されてい

る事業所に所属しているもの。
　　６　�未選任事業所とは，当該当事者が，道路交通法，道路運送法及び貨物自動車運送事業法の規定により安全運転管理者（副安全運転管理者を含む。）又は

運行管理者を選任する義務があるにもかかわらず，これらが選任されていない事業所に所属しているもの。
　　７　�選任対象外事業所とは，当該当事者が，安全運転管理者（副安全運転管理者を含む。）若しくは運行管理者を選任する義務のない事業所に所属するもの，

又はいかなる事業所にも所属していないもの。
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▶特集-第26図 飲酒状況別死亡事故件数の推移（平成24年～令和３年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　自動車，自動二輪又は原動機付自転車を運転していた第１当事者の件数とする。
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▶特集-第27図 飲酒状況別重傷事故件数の推移（平成24年～令和３年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　自動車，自動二輪又は原動機付自転車を運転していた第１当事者の件数とする。
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